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(57)【要約】
【課題】別体のキャップを用いることなく通気孔からゴ
ミ等を入りにくくさせるバルブ装置を提供する。
【解決手段】このバルブ装置１０は、側方に伸び燃料タ
ンク外に配置される通気管４５が設けられたケーシング
１５と、フロート弁３５と、燃料タンク内の圧力を調整
するチェックバルブ５０とを備え、チェックバルブ５０
は、通気管４５に接続される筒状ケース５１と、通気管
４５を大気に連通させるように筒状ケース内に形成され
た通気路５５と、通気路途中に形成された弁座５６と、
弁座５６に対して大気側から接離可能に配置されたバル
ブ本体６０と、バルブ本体６０を弁座５６に向けて付勢
するスプリングＳ３と、筒状ケース５１の弁座５６より
も大気側の壁部に形成された、通気路５５を大気に開放
させる通気孔６７とを有する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部が形成された隔壁を介して、下方に燃料タンク内に連通するフロート室、上方に
燃料タンク外に連通する通気室が設けられると共に、該通気室に連通して側方に伸び、前
記燃料タンクの外部に配置される通気管が設けられたケーシングと、
　前記フロート室に昇降可能に配置されると共に、上方に前記開口部に接離する弁頭が設
けられたフロート弁と、
　前記燃料タンク内の圧力を調整するチェックバルブとを備え、
　前記チェックバルブは、前記ケーシングの通気管に接続される筒状ケースと、前記通気
管を大気に連通させるように前記筒状ケースの内部に形成された通気路と、該通気路の途
中に形成された弁座と、前記弁座に対して大気側から前記弁座に接離可能に配置されたバ
ルブ本体と、前記バルブ本体を前記弁座に向けて付勢するスプリングと、前記筒状ケース
の前記弁座よりも大気側の壁部に形成された、前記通気路を大気に開放させる通気孔とを
有することを特徴とするバルブ装置。
【請求項２】
　前記チェックバルブは、前記スプリングの一端を支持する押えキャップを有しており、
該押えキャップに前記通気孔が形成されている請求項１記載のバルブ装置。
【請求項３】
　前記押えキャップには、前記通気孔の周囲を囲むと共に、下方が開口したひさし状のカ
バーが設けられている請求項２記載のバルブ装置。
【請求項４】
　前記筒状ケースの一端には、前記通気管の開口端部の内外周に当接して配置され、且つ
、接続手段を介して前記通気管に接続される、二重筒状の接続管が設けられている請求項
１～３のいずれか１つに記載のバルブ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車等の燃料タンクに取付けられ、カットバルブやチェックバルブ等とし
て用いられるバルブ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、自動車の燃料タンクには、自動車が旋回したり傾いたりしたときに、燃料タン
ク内の燃料が、燃料タンク外へ漏れるのを防止するカットバルブや、燃料タンク内の圧力
を調整するチェックバルブ等のバルブが取付けられている。
【０００３】
　ところで、給油や、燃料の揺動、気温の上昇等により、燃料タンク内の圧力が上昇した
場合には、燃料タンク内の燃料蒸気を外部に排出する必要がある。この際、ガソリン車の
場合は、バルブに突設された接続管に、キャニスターに連通するチューブを接続し、燃料
蒸気をキャニスターで処理する。
【０００４】
　例えば、下記特許文献１には、燃料タンク上の孔部に取付けられるケース本体と、該ケ
ース本体内の下部に設けられ、フロート弁を有して液体燃料の流出を遮断するカットオフ
バルブと、ケース本体の上部のキャニスタへの接続路に設けられ、燃料タンク内の圧力を
調整する正負圧弁とを備え、ケース本体の上部の側方に収容部が横方向に突出して設けら
れ、該収容部内に前記正負圧弁が横向きに配設された、フューエルカットオフバルブ装置
が記載されている。
【０００５】
　一方、ディーゼル車の場合は、バルブ装置をキャニスターには接続せず、バルブに設け
た通気管の開口から、燃料蒸気を燃料タンク外へ排出するようになっている。ただし、こ
のような構造では、外気中のゴミや粉塵等が、通気管の開口から入り込んでタンク内に侵
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入するおそれがある。そのため、通気管に別体のキャップを装着して、通気管の開口をカ
バーする構造が一般的に用いられている。
【０００６】
　下記特許文献２には、エバポライン上に配置され、弁体を内蔵した筒状のバルブ本体と
、該バルブ本体の一端部に直交して配置され、燃料タンク内と連絡する第１接続口部と、
前記バルブ本体の他端から突設し、外気側と連絡する第２接続口部とを備え、前記管状の
第２接続口部に、別体のキャップ体を着脱可能に取り付けて、該キャップ体で第２接続口
部の周囲を覆えるように構成した、チェックバルブが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－３２９９２５号公報
【特許文献２】特開平１０－２０５６３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記特許文献１記載のバルブ装置において、正負圧弁は、キャニスター
への接続路途中に設けられており、燃料タンクとキャニスターとが接続されるガソリン車
に適用することを前提としていて、ディーゼル車に適用したときの構造について何ら考慮
されていない。
【０００９】
　また、上記特許文献２記載のチェックバルブでは、管状の第２接続口部に別体のキャッ
プ体が装着されるようになっている。そのため、部品点数が多く製造コストが増大すると
共に、キャップ体の分だけ嵩張ってコンパクトな構造とすることができないという不都合
があった。
【００１０】
　したがって、本発明の目的は、通気孔からゴミ等を入りにくくさせることができると共
に、部品点数の削減やコンパクト化を図ることができ、バルブ装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明のバルブ装置は、開口部が形成された隔壁を介して、
下方に燃料タンク内に連通するフロート室、上方に燃料タンク外に連通する通気室が設け
られると共に、該通気室に連通して側方に伸び、前記燃料タンクの外部に配置される通気
管が設けられたケーシングと、前記フロート室に昇降可能に配置されると共に、上方に前
記開口部に接離する弁頭が設けられたフロート弁と、前記燃料タンク内の圧力を調整する
チェックバルブとを備え、前記チェックバルブは、前記ケーシングの通気管に接続される
筒状ケースと、前記通気管を大気に連通させるように前記筒状ケースの内部に形成された
通気路と、該通気路の途中に形成された弁座と、前記弁座に対して大気側から前記弁座に
接離可能に配置されたバルブ本体と、前記バルブ本体を前記弁座に向けて付勢するスプリ
ングと、前記筒状ケースの前記弁座よりも大気側の壁部に形成された、前記通気路を大気
に開放させる通気孔とを有することを特徴とする。
【００１２】
　本発明のバルブ装置においては、前記チェックバルブは、前記スプリングの一端を支持
する押えキャップを有しており、該押えキャップに前記通気孔が形成されていることが好
ましい。
【００１３】
　本発明のバルブ装置においては、前記押えキャップには、前記通気孔の周囲を囲むと共
に、下方が開口したひさし状のカバーが設けられていることが好ましい。
【００１４】
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　本発明のバルブ装置においては、前記筒状ケースの一端には、前記通気管の開口端部の
内外周に当接して配置され、且つ、接続手段を介して前記通気管に接続される、二重筒状
の接続管が設けられていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ケーシングの通気室に連通して側方に伸びる通気管に、バルブ本体が
収容された筒状ケースを有するチェックバルブを接続し、このチェックバルブに通気路を
大気に開放する通気孔を設けたので、燃料タンクの燃料蒸気の流出や、大気中の空気の導
入を、通気孔を通して行うことができる。
【００１６】
　そして、通気孔から流入する空気等は、横向きに配置された筒状ケース内の通気路と、
通気管とを通して通気室に流入し、隔壁の開口部を通して燃料タンクに導入されるので、
通気孔から隔壁の開口部までの距離を長く確保することができ、通気孔から入り込んだゴ
ミや粉塵等が開口部まで到達しにくくすることができ、チェックバルブがダストキャップ
を兼ねることになるので、部品点数を少なくすると共に、バルブ装置のコンパクト化を図
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係るバルブ装置の一実施形態を示す分解斜視図である。
【図２】同バルブ装置の要部分解斜視図である。
【図３】同バルブ装置の斜視図である。
【図４】同バルブ装置の要部拡大斜視図である。
【図５】同バルブ装置において、通気管にチェックバルブを取付ける際の手順を示してお
り、（ａ）は第１手順を示す斜視図、（ｂ）は第２手順を示す斜視図、（ｃ）は第３
【図６】同バルブ装置の断面図である。
【図７】図６の要部拡大断面図である。
【図８】燃料タンク内圧が増大したときのチェックバルブの動作を示す要部拡大断面図で
ある。
【図９】燃料タンク内圧が低下したときのチェックバルブの動作を示す要部拡大断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図１～９を参照して、本発明に係るバルブ装置の一実施形態について説明する。
【００１９】
　図１に示すように、このバルブ装置１０は、ボディ２０と、下部キャップ３０と、上部
キャップ４０とからなるケーシング１５を有している。図６に示すように、前記ボディ２
０の下方に下部キャップ３０を装着することで、ケーシング１５の下方に、燃料タンク１
の内部に連通するフロート室Ｒ１が画成され、ボディ２０の上方に上部キャップ４０を装
着することで、ケーシング１５の上方に、燃料タンク１の外部に連通する通気室Ｒ２が画
成されるようになっている。
【００２０】
　前記ボディ２０は、下方が開口した略円筒状の周壁２１を有しており、この周壁２１の
上方は、隔壁２２により閉塞されている（図６参照）。図１、図６及び図７に示すように
、この隔壁２２は、その中央部２３が所定高さで筒状に盛り上がった形状をなしており、
この中央部２３に開口部２４が形成されている。この開口部２４の外周には、筒状壁２５
が突設されている。また、隔壁２２の周縁部上面からは環状壁２６が立設されており、そ
の内側にシールリング２７が配置されるようになっている（図７参照）。また、前記周壁
２１の下方外周に複数の係合爪２１ａが突設され、同周壁２１の上方寄りの部分には、ボ
ディ２０内に連通する透孔２１ｂが複数形成されている。
【００２１】
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　前記下部キャップ３０は有底筒状をなし、その底部に複数の透孔３１が形成されると共
に、外周に複数の係合孔３２が形成されており、該係合孔３２に前記係合爪２１ａが係合
することで、前記ボディ２０の下方開口部に下部キャップ３０が装着されるようになって
いる。また、下部キャップ３０の底部には、内周縁に沿って複数箇所にリブ３３が形成さ
れており、このリブ３３上に下記フロート弁３５が載置されるようになっている。
【００２２】
　前記ボディ２０内には、フロート弁３５が昇降可能に配置されている。このフロート弁
３５の上面中央からは、前記ケーシング１５の開口部２４に接離する弁頭３５ａが突設さ
れている。また、フロート弁３５と下部キャップ３０との間には、第１スプリングＳ１が
介装され、フロート弁３５に上向きの付勢力を付与している（図６参照）。そして、燃料
タンク内の燃料液面が上昇し、フロート弁３５が燃料に所定高さ以上浸漬されると、第１
スプリングＳ１の付勢力にフロート弁３５自体の浮力が加わって、フロート弁３５が上昇
して、その弁頭３５ａが開口部２４を閉塞するようになっている。
【００２３】
　一方、上部キャップ４０は、上方が閉塞すると共に外周が段状をなす、略円筒状の収容
部４１と、この収容部４１の下端周縁から外径方向に広がった、環状のフランジ部４３と
を有している。また、図７に示すように、前記収容部４１の下端部からは、前記シールリ
ング２７の内周に当接する環状リブ４１ａが垂設されている。
【００２４】
　そして、前記ボディ２０の環状壁２６と前記環状リブ４１ａとの間にシールリング２７
を配置した状態で、ボディ２０の隔壁２２の外周縁部を、上部キャップ４０のフランジ部
４３の内周縁部に、熱板溶着等の溶着手段によって溶着させることで、シールリング２７
によりボディ２０と上部キャップ４０との間が気密的にシールされた状態で、ボディ２０
の上部に上部キャップ４０が装着されるようになっている（図６及び図７参照）。
【００２５】
　また、フランジ部４３の外周縁は、下方に向けて出っ張った形状をなし、この部分を燃
料タンク１の取付孔３の表側周縁に、熱板溶着等の溶着手段によって溶着させることで、
燃料タンク１の外部に上部キャップ４０が配置された状態で固定され、その結果、燃料タ
ンク１にバルブ装置１０全体が取付けられるようになっている（図６参照）。
【００２６】
　更に、上部キャップ４０は、前記通気室Ｒ２に連通して側方に伸び、燃料タンク１の外
部に配置される通気管４５が設けられている。この実施形態の通気管４５は、前記収容部
４１の周方向所定位置から、前記フロート弁３５の昇降方向Ｃ（図６参照）に対して、直
交するように外径方向に向けて伸びており、その内腔が前記通気室Ｒ２に連通した構造と
なっている。なお、通気管４５は、フロート弁３５の昇降方向Ｃに対して所定角度で傾斜
していたり、屈曲していたりしてもよく、形状や配置箇所等は特に限定されない。
【００２７】
　図２、図３及び図５（ａ）に示すように、通気管４５の軸方向途中の外周には、係合突
起４５ａが突設されている。また、図５（ａ）及び図７に示すように、通気管４５の先端
部外周にリング装着溝４５ｂが形成され、シールリング４６が装着されている。
【００２８】
　更に、このバルブ装置１０は、図１に示すように、燃料タンク１内の圧力を調整するチ
ェックバルブ５０を備えている。
【００２９】
　このチェックバルブ５０は、前記上部キャップ４０の通気管４５に接続される、略円筒
状の筒状ケース５１を有している（図２参照）。図７を併せて参照すると、この筒状ケー
ス５１は、一端が開口すると共に、その軸方向途中に通孔を有する壁部５２が設けられた
筒状をなしている。
【００３０】
　壁部５２の一端面側であって、通孔周縁からは、前記通気管４５の内周に挿入されて、
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当接して配置される第１接続管５３が延設している。この第１接続管５３の内腔は、筒状
ケース５１の内部空間に連通すると共に、前記通気管４５の内腔に連通するようになって
おり、これによって、筒状ケース５１の内部に、前記通気管４５を大気に連通させる通気
路５５が形成されている。
【００３１】
　また、通気路５５の途中には弁座５６が形成されている。この実施形態では、前記壁部
５２の他端面側であって、通孔周縁から環状の弁座５６が突設されている。
【００３２】
　更に、前記壁部５２の外周縁からは、前記第１接続管５３に対して同心状に配置され、
二重筒状をなすように第２接続管５４が延設されており、この第２接続管５４が前記通気
管４５の外周に当接して配置されるようになっている。
【００３３】
　また、筒状ケース５１には、前記通気管４５に対して回り止め状態で装着するための、
溝部が設けられている。
【００３４】
　すなわち、図２、図３及び図５に示すように、前記第２接続管５４の先端縁から、軸方
向に沿って導入溝５７が形成されていると共に、この導入溝５７の終端部から周方向に沿
って接続溝５８が形成されており、Ｌ字状の溝部が設けられている。また、前記接続溝５
８は、テーパ面を有する一対の係合部５８ａ，５８ａが設けられている。
【００３５】
　そして、通気管４５に筒状ケース５１を接続すべく、通気管４５の内外周に第１接続管
５３及び第２接続管５４をそれぞれ配置し、前記導入溝５７を通気管４５の係合突起４５
ａと位置合わせした状態で、通気管４５に対して筒状ケース５１を押し込んでいくと（図
５（ａ）参照）、導入溝５７に通気管４５の係合突起４５ａが導入される（図５（ｂ）参
照）。この状態で筒状ケース５１を所定方向に回転させると、係合突起４５ａに一対の係
合部５８ａ，５８ａがそれぞれ係合して、通気管４５に筒状ケース５１が接続されるよう
になっている（図５（ｃ）参照）。
【００３６】
　すなわち、通気管４５の係合突起４５ａと、第２接続管５４の接続溝５８とが、本発明
における「接続手段」をなしている。なお、接続手段としては、通気管４５と、二重筒状
の第１接続管５３及び第２接続管５４とを接続可能な構造であればよく、上記態様に限定
されるものではない。
【００３７】
　上記筒状ケース５１の内部には、フロート弁３５の昇降方向Ｃ（図６参照）に対して直
交する方向、すなわち、燃料タンク１に対して横向きとなるように、前記弁座５６に対し
て大気側から、同弁座５６に対して接離可能にバルブ本体６０が配置されている。また、
筒状ケース５１の他端開口部には、通気孔６７を有する押えキャップ６５が装着されるよ
うになっている。
【００３８】
　前記バルブ本体６０は、燃料タンク内の圧力が所定値より上昇したときに、燃料蒸気を
タンク外に排出するものであり、いわゆる正圧弁として機能する。このバルブ本体６０は
、先端が縮径した略筒状の支持部６１と、該支持部６１の基端開口部に固着される略筒状
の保持部６２とで構成されている。支持部６１の先端中央及び保持部６２の基端中央には
、開口６１ａ，６２ａがそれぞれ形成されている（図７参照）。
【００３９】
　また、前記バルブ本体６０と前記押えキャップ６５との間には、第３スプリングＳ３が
介装されており、それによって、バルブ本体６０の支持部６１の先端側が、前記弁座５６
に向けて常時付勢され、弁座５６が閉塞されるようになっている（図６及び図７参照）。
【００４０】
　そして、燃料タンク内が所定値より上昇すると、第３スプリングＳ３の付勢力に抗して
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、バルブ本体６０全体が弁座５６から離反する方向にスライドして、弁座５６が開き、押
えキャップ６５の通気孔６７を通じて、燃料蒸気を燃料タンク外に排出するようになって
いる（図８参照）。
【００４１】
　更にこの実施形態では、燃料タンク内の圧力が所定値より下降したときに、外気をタン
ク内に導入する負圧弁６３を有している。この負圧弁６３は、前記バルブ本体６０内にス
ライド可能に配置され、その先端面が、保持部６２の開口６２ａに内方から接離するよう
になっている。また、この負圧弁６３は、第２スプリングＳ２により、開口６２ａに当接
するように常時付勢されている（図７参照）。
【００４２】
　そして、燃料タンク内が外気圧に対して負圧となったとき、図９に示すように、負圧弁
６３が外気圧によって押圧されて、第２スプリングＳ２の付勢力に抗して、弁座５６に近
接する方向にスライドするので、それによって開口６２ａが開口して、押えキャップ６５
の通気孔６７を通じて外気が燃料タンク内に導入されるようになっている。
【００４３】
　一方、図６及び図７に示すように、前記押えキャップ６５は、前記筒状ケース５１の他
端開口部に適合する円板状をなし、前記弁座５６よりも大気側に配置される壁部６６を有
していると共に、この壁部６６の一端面周縁から環状リブ６６ａが突設されている。そし
て、筒状ケース５１の他端開口部内周に、前記環状リブ６６ａを当接させて、熱板溶着等
の溶着手段で、壁部６６の周縁と、筒状ケース５１の他端周縁とを溶着させることで、筒
状ケース５１の他端開口部に押えキャップ６５が装着されるようになっている。なお、押
えキャップ６５は、係合爪や係合孔等を介して、筒状ケース５１に装着するようにしても
よく、装着手段について特に限定はない。
【００４４】
　また、壁部６６の一端面は、前記第３スプリングＳ３の一端を支持するようになってい
るが、更にこの実施形態では、壁部６６の一端面中央から環状の支持座６６ｂが突設され
ており、この支持座６６ｂが、第３スプリングＳ３の一端部内周に入り込んで安定して支
持するようになっている。
【００４５】
　前記壁部６６には、筒状ケース５１の内部に形成された通気路５５を、大気に開放させ
る通気孔６７が形成されている。
【００４６】
　図３、図４及び図７に示すように、この実施形態における通気孔６７は、壁部６６の中
央を横切るように、且つ、前記支持座６６ｂの内腔に連通するように、所定間隔で配置さ
れた３個の通気孔６７と、壁部６６の周方向に沿って、所定間隔で配置された３個の通気
孔６７とを有しており、合計で６個の通気孔６７が形成されている。
【００４７】
　なお、通気孔６７の個数や配置位置は、特に限定されない。また、通気孔６７の個数は
、１～６個であることが好ましく、４～６個であることがより好ましい。更に、通気孔６
７の内径は、１．０～３．０ｍｍであることが好ましく、１．８～２．０ｍｍであること
がより好ましい。また、通気孔６７は、前記ケーシング１５の隔壁２２に形成された開口
部２４よりも小さい内径であることが好ましい。
【００４８】
　なお、通気孔６７を複数設けることで、大きな内径の通気孔６７を設けたのと同程度の
、開口面積を確保することができ、燃料蒸気や外気の流量を維持することができると共に
、ゴミや粉塵等が入り込みににくくなるという利点がある。
【００４９】
　また、前記押えキャップ６５には、複数の通気孔６７を囲むと共に、下方が開口したひ
さし状のカバー７０が設けられている。
【００５０】
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　この実施形態におけるカバー７０は、押えキャップ６５の壁部６６の他端面から、前記
複数の通気孔６７の全部を囲むように、円弧状をなした周壁７１が突設されていると共に
、この周壁７１の正面側開口が正面壁７２によって覆われており、それによって下方が開
口したひさし状をなしている（図３及び図４参照）。
【００５１】
　また、カバー７０としては、例えば、正面側が閉塞し下方が開口した、逆Ｕ字状や逆Ｖ
字状等のひさし状であってもよく、特に限定はされない。
【００５２】
　なお、以上説明した実施形態においては、筒状ケース５１の他端開口部に、押えキャッ
プ６５が装着されるようになっているが、押えキャップ６５を設けずに、筒状ケース５１
の他端開口部を閉塞した形状としてもよい。また、通気孔６７は、筒状ケース５１の弁座
５６よりも、大気側の壁部に形成されていればよく、特に限定はない。
【００５３】
　次に、本発明のバルブ装置の作用効果について説明する。
【００５４】
　このバルブ装置１０は、ディーゼル車の燃料タンク１に好適に用いることができる。
【００５５】
　まず、上部キャップ４０の通気管４５に、筒状ケース５１を接続する手順について説明
する。
【００５６】
　すなわち、図５（ａ）に示すように、通気管４５の内外周に第１接続管５３及び第２接
続管５４をそれぞれ配置すると共に、導入溝５７を通気管４５の係合突起４５ａに対して
位置合わせし、この状態で、通気管４５に対して筒状ケース５１を押し込んでいく（図５
（ａ）参照）。
【００５７】
　それによって、導入溝５７に通気管４５の係合突起４５ａが導入される（図５（ｂ）参
照）。次いで、この状態で筒状ケース５１を所定方向に回転させる。
【００５８】
　すると、係合突起４５ａが、テーパ面を介して一対の係合部５８ａ，５８ａの間に導入
され、先端側の係合部５８ａを外方に撓ませていき（図５（ｂ）の部分拡大図参照）、そ
の後、係合突起４５ａが一対の係合部５８ａ，５８ａを通過すると、先端側の係合部５８
ａが弾性復帰して、係合突起４５ａに一対の係合部５８ａ，５８ａがそれぞれ係合する（
図５（ｃ）参照）。
【００５９】
　その結果、通気管４５の内周に第１接続管５３が挿入され、通気管４５の外周に第２接
続管５４が外装されて、通気管４５が第１接続管５３及び第２接続管５４で挟み込まれ、
通気管４５と第２接続管５４との間が、シールリング４６を介して気密的にシールされた
状態で、通気管４５に筒状ケース５１が接続されるようになっている（図７参照）。
【００６０】
　上記のように、この実施形態においては、通気管４５の開口端部の内外周に、二重筒状
の第１接続管５３及び第２接続管５４がそれぞれ当接した状態で配置され、係合突起４５
ａと接続溝５８とからなる接続手段を介して、通気管４５に筒状ケース５１が接続される
ようになっているので、通気管４５の内外周が二重筒状の第１接続管５３及び第２接続管
５４で挟み込まれることとなり、通気管４５と両接続管５３，５４との接続強度を高める
ことができると共に、通気管４５と両接続管５３，５４とのシール性を向上させることが
できる。
【００６１】
　そして、自動車が旋回する等して燃料液面が上昇し、フロート弁３５に燃料が所定高さ
浸漬すると、浮力及び第１スプリングＳ１の付勢力により、フロート弁３５が浮き上がり
、弁頭３５ａが、ケーシング１５の開口部２４を閉塞して、燃料タンク外への燃料漏れが
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防止される。
【００６２】
　また、燃料タンク１の内圧が所定値より上昇すると、第３スプリングＳ３の付勢力に抗
して、チェックバルブ５０のバルブ本体６０全体が、弁座５６から離反する方向にスライ
ドして、弁座５６が開口する。その結果、図８に示すように、燃料タンク内の燃料蒸気が
、隔壁２２の開口部２４、通気室Ｒ２、通気管４５、通気路５５、バルブ本体６０と筒状
ケース５１との隙間、通気孔６７、カバー７０の下方開口を順次通って、燃料タンク１の
外部に排出され、燃料タンク１の内圧を低下させることができる。
【００６３】
　一方、燃料タンク１の内圧が低下して、外気圧に対して負圧となったときは、チェック
バルブ５０の負圧弁６３が外気圧によって押圧されて、第２スプリングＳ２の付勢力に抗
して、弁座５６に近接する方向にスライドし、バルブ本体６０の開口６２ａが開口する。
その結果、図９に示すように、外気が、カバー７０の下方開口、通気孔６７、バルブ本体
６０内、バルブ本体６０の開口６１ａ、通気路５５、通気管４５、通気室Ｒ２、隔壁２２
の開口部２４を順次通って、燃料タンク１の内部に導入されて、燃料タンク１の内圧を上
昇させることができる。
【００６４】
　そして、このバルブ装置１０においては、ケーシング１５の通気室Ｒ２に連通して側方
に伸びる通気管４５に、バルブ本体６０が収容された筒状ケース５１を有するチェックバ
ルブ５０を接続し、このチェックバルブ５０に、通気路５５を大気に開放する通気孔６７
を設けたので、燃料タンク１内の燃料蒸気の流出や（図８参照）、大気中の空気の導入を
（図９参照）、通気孔６７を通して行うことができる。
【００６５】
　また、通気孔６７から流入する空気は、横向きに配置された筒状ケース５１内の通気路
５５と、通気管４５とを通して通気室Ｒ２に流入し、隔壁２２の開口部２４を通して燃料
タンク１内に導入されるので、通気孔６７から隔壁２２の開口部２４までの距離を長く確
保することができ、通気孔６７から入り込んだゴミや粉塵等が開口部２４まで到達しにく
くすることができ、また、チェックバルブ５０自体がダストキャップを兼ねることになる
ので、部品点数を少なくすることができると共に、バルブ装置１０全体のコンパクト化を
図ることができる。
【００６６】
　また、この実施形態においては、チェックバルブ５０は、第３スプリングＳ３の一端を
支持する押えキャップ６５を有しており、この押えキャップ６５の壁部６６に通気孔６７
が形成された構造となっている（図７参照）。そのため、押えキャップ６５に設けた通気
孔６７を通して、燃料蒸気の流出や大気の流入が可能となるので、押えキャップ６５をダ
ストキャップとして用いることができ、部品点数を減少させて、バルブ装置１０の更なる
コンパクト化を図ることができる。
【００６７】
　更に、この実施系形態においては、押えキャップ６５に、通気孔６７の周囲を囲むと共
に、下方が開口したひさし状のカバー７０が設けられているので、ゴミ等を通気孔６７に
入り込みにくくさせることができる。
【符号の説明】
【００６８】
１　燃料タンク
１０　バルブ装置
１５　ケーシング
２０　ボディ
２２　隔壁
２４　開口部
３０　下部キャップ
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３５　フロート弁
４０　上部キャップ
４５　通気管
５０　チェックバルブ
５１　筒状ケース
５２　壁部
５３　第１接続管
５４　第２接続管
５５　通気路
５６　弁座
６０　バルブ本体
６５　押えキャップ
６６　壁部
６７　通気孔
７０　カバー
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